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超過洪水を考慮した減災対策には，河川整備や堤防強化など河道での対策に

加え，水害防備林，霞堤・二線堤・輪中堤など氾濫流を制御する施設の整備・

保全，土地利用や建築の規制・誘導，水防活動や避難行動の支援などが考えら

れる．これらの氾濫原での対策を含めた減災対策を効率的に展開するためには，

「河道の安全度」ではなく「地先の安全度」を評価軸として各対策の効果を検

証し，適切な対策を選択していくことが望ましい． 

そこで本研究では，小河川や水路などの内水氾濫も考慮した氾濫解析を広範

囲に実施し，地先の安全度評価を試みた．また，超過洪水を含む複数の外力を

与えた解析結果を用いて年平均想定死者数及び年平均想定床上浸水戸数を算出

し，減災対策の効果を統合的に評価することを試みた． 

さらに減災対策のうち，氾濫流を制御する施設の整備・保全，及び，土地利

用や建築の規制・誘導について，制度上の諸制約を踏まえた実現可能性につい

て考察した． 
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